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重点改革項目Ⅱ　市民との真のパートナーシップの形成

大項目 区自治協議会、地域コミュニティ協議会、ＮＰＯなどとのさらなる協働の推進 37

中項目
区自治協議会、地域コミュニティ協議会、ＮＰＯ等との連携・協働によるまちづく
り・公共サービスの推進

担当課 市民協働課

具体的な改革項目 本市の協働の取組状況について、NPO等による外部評価を実施

現状と課題
（これまでの取組）

平成22年度より、順次可能な地域から、出張所・連絡所・公民館等の既存公共施設を活用して「まちづくりセンター」を
設置し、地域づくりの拠点としての機能充実を図ってきた。
地域から要請のある公民館分館を地域団体等へ移管を進めるという方針について、公民館運営審議会正副議長会議
に諮問した。（平成24年度末に答申予定）
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革
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改革の目的、
考えられる効果

・外部の視点による評価を行うことで、行政単独で行うよりも評価結果に客観性が増し、今後の協働推進に
より資するものとなる。
・NPO等が評価を行うことで（評価の当事者となることで）、行政とNPO等の双方での結果の共有が容易にな
ると考えられる。このため、その後の協働推進の取組みへの移行もスムーズに行うことができる。

取組の内容

・評価結果をどのように活用し、協働推進の取組を進めていくかについて（評価の目的について）、NPO等
と行政で十分共有する。
・広くNPO等に呼び掛け、評価手法の検討から評価結果のとりまとめまで、NPO等から当事者としてかかわっ
てもらう。
・協働環境（協働のしやすさ）の評価から、実際の各協働事業（成果）評価にシフトさせていく。

取組工程
（具体的な内容）

現状
平成25年度

・評価結果に基づ
く協働推進の取組
の実施
・各協働事業にお
ける相手方と行政
双方の評価を実施

平成26年度 最終目標／
27年度以降計画 実績 計画 実績

・平成22年度の外
部評価結果を受
け、意思啓発に重
点を置いた事業
（職員階層別研
修、協働推進
フォーラム・セミ
ナー）を実施

・評価実施NPO等
の募集，選定
・評価手法の検
討、評価実施、評
価とりまとめ
・評価結果のNPO
等と行政の共有

・評価事市ＮＰＯ等
の選定
・評価手法の検討

・評価結果に基づ
く協働推進の取組
の実施
・各協働事業にお
ける相手方と行政
双方の評価を実施

・評価の実施
・結果に基づく協
働推進の取組を検
討

結果に基づく取組み実施外部評価の実施 手法の検討・実施 検討 結果に基づく取組み実施
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（各年度10月、年度終了後に実施） 平成25年度 平成26年度

取組の状況

上半期
（4～9月）

・協働事業の評価に実績
のあるＮＰＯと実施に向
けて検討

標

計
画
期
間
の
評
価

（平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定） 総合評価

・協働事業の評価に実績
のあるNPO「IIHOE」で9月
末に調査集計が終了
・調査結果を基に「協働
セミナー」を開催するた
め上記NPO代表と日程を調
整中

下半期
（10～3月）

・協働事業の評価に実績
のあるＮＰＯと実施に向
けて検討

・協働事業の評価を実施

年
度
評
価

（年度終了後に実施） 平成25年度 平成26年度

取組工程、指標に対する評価
外部評価の実施に向けて
の検討を行った。

外部評価を実施し、結果
に基づく取り組みを検討
した。

課題、今後の方針、改善事項など
実施に向けて、引き続き詳細を検
討

今後、外部評価の手法について、
検討

平成27年度以降

取組工程、指標に対する評価
計画どおりに実施し、評価結果に基づき協働を推進を図ってい
く。

評価の方法につ
いて、検討する
必要がある

課題、今後の方針、改善事項など 外部評価は定期的に実施し、評価結果を取り組みに反映させていく。


